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※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。
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経過年数

340

目的
　日本の伝統文化の体験を通して国際交流の促進を図り、もって文化芸術を活かしたまちづくりを
推進することを目的とする。
対象事業
　本市内に本部のある大学及び大学院に在籍する留学生並びに、在留資格を有する外国人に日
本の伝統的な文化芸術の知識・技能を無償で教授し、その成果を本市内で年１回以上公演する
ことにより、文化芸術の振興を促進し、日本の伝統文化の発展及び市民文化の振興並びに国際
文化の交流に寄与すると認められる事業及び目的を達成するために必要な事業

回

補助金交付
による効果

　市内在住の留学生や外国人に日本舞踊の指導を行うとともに、その成果を披露する発表会を
実施することにより、日本の伝統文化を通した国際文化交流及び福岡市の地域文化の振興に寄
与している。

前々々年度

交付先決定方法
　　■　公募
　　□　非公募

340

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

1

　□　定額
　■　定率
　□　その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 2

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

令和８年３月16日（月）から４月15日（水）まで

（非公募の場合）
非公募の理由

□　個人
■　団体

○営利を目的としないこと
○補助対象者の役員が、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
○市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していないこと
○本市の区域内に主たる事務所又は事業所を有すること

日本の伝統文化を留学生等に
教授している団体

区分

経済観光文化局文化・アート振興部
文化施設課（ＴＥＬ733-5113）

担当課
（連絡先）

補助金名 伝統文化による国際文化交流振興事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

前年度補助事業
の主な実施概要

　市内在住の留学生や外国人に日本舞踊の指導を行うとともに、その成果を披露する発表会を
実施

当該年度

①文化芸術を活かしたまちづくりの実現を図るという目標はいまだ達成しておらず、今後とも継続
的な取り組みが必要である。
②伝統文化による国際文化交流振興事業補助金は、市内在住の留学生や外国人に日本の伝統
的な舞台芸術の指導を行うとともに，その成果を披露する発表会を実施することにより，日本の
伝統文化を通した国際文化交流及び福岡市の地域文化の振興に寄与していること、及び対象事
業は公募していることから、必要性・公平性は薄れていない。
③今後も補助を行うことにより、国際交流の促進を図り、文化芸術を活かしたまちづくりにむけた
高い効果が見込める。
⑤金銭的援助以外の代替手段がない。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
対象経費
　①印刷及び広報宣伝に係る経費
　②会場設営に係る経費
　③事業運営に係る経費
算定方法
　補助金の額については、事業費のうち補助対象経費に10分の１を乗じて得た額
を上限とし、予算の範囲内で決定し交付

令和10

終期を延長する
理由


